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　　　組合員の皆さまへ

日ごろより当ＪＡ事業につきましては格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
この度の大雨被害に見舞われた皆さまには心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も

早い復興を祈念いたします。
さて、令和₆年₇月２５日に管内全域を襲った豪雨は、土砂崩れや河川の氾濫などにより

農地のみならず家屋、生活道路にも甚大な被害をもたらしました。当ＪＡでは翌日₇月２6
日に大雨被害対策本部を設置し早急な被害状況の把握と被災対策にあたりました。
被害の状況としましては、水稲では約7,000haが浸水、冠水、土砂流入などの被害を受け、

特に土砂の流入被害を受けた圃場約600haについては収穫も危ぶまれる状態となっていま
す。さらに多くの揚水機場や用水路が流木、土砂などにより配水機能の停止また低下の被
害があり直接的な被害を受けていない圃場への影響も危惧されております。また、水稲以
外では大豆の浸水冠水被害が約400ha、園芸作物では畑、ハウスに約５0haの被害を受けて
おり、特に刈屋地区の和梨は堤防内の園地が壊滅状態となっております。農業施設では松
山カントリーエレベーターが冠水し、秋の稼動が困難な状況ですが、各方面からの協力を
得ながら10月₁日の稼動に向けて復旧作業を急いでおります。
被災にあたり、当ＪＡでは速やかに水害を受けた農作物の収穫を最優先とした技術対策

と圃場管理の徹底を指導いたしました。また、要請運動では災害当初から国会議員をはじ
め、山形県、市町、全中、全農の被災調査に同行し、最大の支援対策が図られるよう強く
要請し、激甚災害認定を受けられる見込みとなっています。共済では家屋などの被害に見
舞われた方につきまして、全国共済連と連携しながら迅速に共済金が支払われるよう罹災
調査と申請手続きを進めており、できる限り早く以前の生活を取り戻せるよう努めており
ます。
この度の水害については次年度以降の営農継続が危ぶまれる甚大な被害となっておりま

すが、今後も復興支援、営農支援対策を行政に要請していくとともに、ＪＡ独自の支援対
策も検討、実施しながら、組合員と一致団結しこの難局を乗り越える所存でありますので
ご協力いただくようお願い申し上げます。

代表理事組合長　田村久義
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テーマ1 　米穀情勢・令和６年産米穀の取り扱い

米穀情勢
1.　販売情勢 �
（１）令和₅年産米の販売状況について

全国的な令和₅年産米の作柄については、夏場の酷暑により品質低下がコメの主産地
で見られました。この異常気象は品質のみならず、収量にも影響し国が示した作況とは
乖離が大きいことや、精米歩留りが₂ポイントほど低下したことが影響し、現在は全国
的にコメ不足となっています。また、長期化したコロナ禍が第₅類に区分されたことに
より、インバウンド需要の回復が顕著に見られ、訪日観光客が後押しとなり中食・外食
の需要が増加しております。またコメ不足は家庭用についても影響し、関東圏の小売店
やスーパーでは特売セールの自粛や、購入数量を制限したり、コメ不足の対応に追われ
ている状況にあります。

当ＪＡ令和₅年産米の販売状況については、精米テストによる歩留まりや成分分析・
食味などの品質を既存の取引先からご理解をいただいたうえで販売を進めました。

また、全国的にコメの品薄感から₅年産の販売進捗もすでに７５％を超え、各卸・販売
先は早くも₆年産米を待ち望んでいる状況にあります。令和₆年産米は、₁俵でも多く
ＪＡに出荷いただくことで販売数量を確保し、大幅な値上げを意識した価格交渉に努め
ていきます。

なお、₅年産米の仮精算につきましては、販売が好調に進んでいることから、₈月に
はえぬきで１，２００円をお支払いさせていただきました。

（２）令和₆年産米の需給の見通しについて
下表のとおり、農林水産省より令和₆年～ ₇年の需給見通しが示され、令和₆年₆月

末の民間在庫は１５6万トンと過去最少の在庫数量で公表されました。これにより、全国的
なコメの需給が引き締まっている傾向が鮮明となり、米価上昇の局面を迎えているもの
と思われます。

　■ 農林水産省は、令和₆年₇月3０日に食糧部会を開き、主食用米などにおける今後の需給見 
　　 通しを示しました。一部抜粋しポイントを紹介します。

　　＜令和₆年／₇年の主食用米等の需給見通し＞
【 食 糧 部 会 試 算 】 単位：万トン

令和₆年₆月末民間在庫量 Ａ １５6
令和₆年産主食用米等生産量（参考：前年生産量） Ｂ 669（669）
令和₆/₇年主食用米等供給量計 Ｃ＝Ａ＋Ｂ 8２５
令和₆/₇年主食用米等需要量（参考：前年需要量） Ｄ 6７3（68１）
令和₇年₆月末民間在庫量 Ｅ＝Ｃ－Ｄ １５２
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Ｂ ： 令和₆年産の主食用米等生産量については、平年作の場合での見込生産量になります。
Ｄ ： 令和₆⁄₇年主食用米等需要量の見通しを基本指針（１人当たりの消費量に人口を乗じる 

　 手法）で算出した数値です。
Ｅ ： ₆年産米の米価上昇で消費が変動する可能性があるほか、訪日外国人の増減でインバウ 

　ンド需要も変わる可能性があります。

２．６年産品目毎の取組計画 �

【主食用米】
当ＪＡの₆年産米の予約数量は主食用米で５７万１千俵、作付面積で6,５3１haとなっており、昨年

の予約数量から約₁千俵ほど減少しています。品種構成では「はえぬき」が約₆千俵減少し33
万俵となり、全体の５７.8％を占めています。「つや姫」は₈万₄千俵で１4.8%、昨年単収の良かっ
た「雪若丸」は作付面積増により約₅千俵増え8.8%となっています。

【加工用米】
加工用米は、１１万₉千俵の取り組みとなります。販売先は、地域流通加工用米として大手酒

造メーカーや冷凍食品メーカーに販売します。コメ新市場開拓促進事業（旧水田リノベーショ
ン事業）については酒田市で不採択になったものの、主食用米同様加工用米需要、価格も回復
基調であることから価格に反映させた契約に努めました。

【飼料用米】
飼料用米は、当ＪＡの生産調整における重点品目として推進し、昨年並の面積となり、

１,49１haの取組面積となりました。販売先は㈱平田牧場となりますが、引き続き生産数量の増大
を望まれております。

【米粉用米】　
米粉用米は、昨年より₆ha減の５8.７haの取り組みとなります。近年、小麦アレルギーなどか

らグルテンフリーが注目され、米粉を使用したパンや麺の商品が増加しており、今後、専用品
種での作付など交付金の動向を注視しながら取組拡大を検討します。

【輸出用米】
輸出用米は２２.２haの取り組みとなります。海外の需要も回復基調にあることから、全農・卸と

協力しながら東南アジアの日本食チェーン店向けに販売を行います。

【大豆】
大豆の作付面積は、昨年から微減の７36.１haとなりました。品種構成は昨年と同様となってい

ます。全国的に大豆は近年の健康志向を背景に国産大豆使用の納豆や豆乳の消費量増加により
需要量は増加傾向にあります。国産シェアの拡大や、大豆関連製品の需要に応えるため、安定
した生産数量が望まれています。



― 3 ―

【そば】
そばの作付面積は、昨年から増加し２84.4haとなりました。そばについては主要産地の北海道

の作柄が豊作基調にあると相場が下落傾向となりますが、販売先には相場に左右されない安定
した買入価格と引取りをお願いしてまいります。

令和₆年産米の銘柄別出荷契約（予約）数量　　　　　単位：60kg/俵、（※45kg/俵）

銘　　柄
₆年産 ₅年産（予約）

R6－R５増減
数　量 構成率 数　量 構成率

は え ぬ き 33０,０6０.０ ５７.8% 336,6１７.０ ５8.8% △　6,５５７.０
つ や 姫 84,７9５.５ １4.8% 8２,89７.５ １4.５% １,898.０
雪 若 丸 ５０,５５4.０ 8.8% 4５,34１.０ ７.9% ５,２１3.０
ひ と め ぼ れ １７,3０9.５ 3.０% １6,833.５ ２.9% 4７6.０
開 発 米 86,669.０ １５.２% 8７,846.０ １５.4% △　１,１７７.０
そ の 他 １,8７５.５ ０.4% ２,4５７.５ ０.５% △　５8２.０
う る ち 米 計 ５７１,２63.５ １００.０% ５７１,99２.５ １００.０% △　７２9.０
醸 造 用 米 ２,０２9.０ ― ２,１9７.５ ― △　１68.５
も ち 米 １,１4２.５ ― １,１７０.０ ― △　２７.５
主 食 用 米 計 ５７4,43５.０ ― ５７５,36０.０ ― △9２５.０
加 工 用 米 １１9,５０9.０　 ― １２７,468.５　 ― △　７,9５9.５
米 粉 用 米 ５,98０.５　 ― 6,696.５　 ― △　７１6.０
輸 出 米 ２,２64.５　 ― ２,２34.０　 ― 3０.５
飼 料 用 米 １５０,46０.０　 ― １49,７５3.５　 ― ７０6.５
備 蓄 米 ０.０　 ― ０.０　 ― ０.０
大 　 豆 １５,５００.５　 ― １５,５88.５　 ― △　88.０
※ そ　 ば ２,７２8.０　 ― ２,48５.５　 ― ２4２.５
合 　 計 8７０,8７７.５ 8７9,５86.５ △　8,７０9.０
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令和６年産米穀の取り扱い

１．ＪＡ米と一般米の格差
昨年同様、一般米は△3００円／ 6０kg（税抜）の格差が設定されてい

ます。

２．等級間格差
単位：円（税込）/6０kg

区　　分 等　　級 概算金単価格差

う る ち 米
１ ～ ２ 等 間 　6００
２ ～ 3 等 間 １,０００

も ち 米
１ ～ ２ 等 間 　6００
２ ～ 3 等 間 １,０００

酒 造 好 適 米

特上～特等間 　５００
特等～ １等間 　５００
１ ～ ２ 等 間 １,０００
２ ～ 3 等 間 　７００

３．高水分米と異物混入の防止を
品質安定のため、必ず二段乾燥を実施して適正水分（１4.５％ ～ １５.０％）に仕上げてください。

入庫時１５.１％～ １6.０％までの高水分米は別扱いとなり倉庫作業に支障をきたします。さらに１6.０
％を超えた米は規格外の取り扱いとなります。また、刈り取り時において、特に倒伏したほ場
では土・石などの混入や複数品種を作付けしている場合の異品種混入にも十分ご留意願います。
（異物混入によるクレームが多発しております。自家調製の際、乾燥機の稼働前点検を行い十
分気をつけていただくようお願いします）

４．出荷契約金の金利相当額
金利相当額は出荷契約金返還後に実質金利相当額を計算して、後日徴収します。

５．特別栽培米「つや姫」の取り扱い
（１）生産・出荷基準について

① 「つや姫/栽培マニュアル」にもとづき生産を行う。
② 出荷基準を設定して取り組み、食味計によるタンパク質含有率７.５％以下（乾物換算）

を基準として自主仕分けを行う。
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（２）入庫区分
米穀の区分 等　級 格　　差 販売取扱

①出荷基準「タンパク７.５%以下」／特別栽培米 １等・２等 ①基準
つや姫

②　　　　　〃　　　　　　／（特栽不適合） １等・２等 ①の△１,０００円

③出荷基準「タンパク７.6%以上」／特別栽培米 １等・２等
「はえぬき」水準

を基準※₁
Ｂつや姫

※₂
④　　　　　〃　　　　　　／（特栽不適合） １等・２等

⑤₃等米 3等

※₁　「はえぬき」水準を基準として、概算金設定時に格差を決定します。
※₂　「Ｂつや姫」は「つや姫」としての単品精米販売（品種表示）は行いません。

（３）調製網目にかかる申し合わせについて
県の栽培マニュアルにおける調製網目は、「１.9０㎜（ＬＬ網）を基本とする」としてい

ることから、網目については、栽培マニュアルを尊重しつつ、圃場および生産者ごとの
米の品質（出来）に応じた網目の選択とします。

ただし、選別精度が低下すると玄米タンパク値が高まる傾向にありますので、十分ご
留意のうえ対応願います。

【自家調製の方は事前確認をお願いします】
紙袋に詰める前に最寄りの倉庫に玄米サンプルをお持ちいただき、農産物検査員によ

る品質、食味の事前確認を踏まえ、出荷対応願います。

６．ＪＡ庄内みどり「雪若丸」の栽培要件
①栽培マニュアルの順守

②出荷基準の目標
　　　　・食味：玄米タンパク質含有率6.７% ～ ７.５%（乾物換算）
　　　　・整粒：ＬＬ網１.9０㎜以上
　　　　   ※出荷基準目標による別仕分けは実施しません。

③安全安心な生産管理の実施
　　　　・農薬の適正使用や安全管理などの県が定めた農業生産工程管理の実施 

　　　　（県版ＧＡＰ）
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■�米穀集荷対策

１．フレコン検査
作付面積の大規模化や生産者の高齢化に伴い、労力軽減を図るため一般倉庫でのフレコン検

査を行います。
また、₆年産米より個人調製の方につきましては、全農

統一フレコン（青色）を貸与いたします。（開発米はピン
ク帯のフレコン）

（１）検査場所拠点化について
フォークリフトによる搬入となるため、作業性

のよい倉庫を選定し検査を実施します。フレコン
搬入は既存の個袋検査との混乱を避けるため、搬入
時間を区分設定するなどの対応を行います。

●フレコン検査倉庫
検査場所 地　　区 備　　考

西 荒 瀬 北部・西荒瀬・本楯 主食・加工・飼料
庄内北部ﾗｲｽｽﾃｰｼｮﾝ 鳥海・本楯・上田・八幡 委託搬入のみ
北 平 田 北平田 主食・加工・飼料
中 平 田 東平田・中平田・酒田 〃
広 　 野 広野・浜中・新堀 〃
平 田・ 砂 越 平田 〃
松 山 集 中 平田・松山 〃
遊佐ばら・蕨岡ばら
高瀬ばら・稲川 遊佐・稲川・西遊佐・蕨岡・高瀬・吹浦 主食・加工

※委託搬入は、該当検査場所以外へ搬入する場合があります。
※遊佐地区については、令和₆年産～ ₈年産にかけてバラ出荷廃止に伴い、定量フレコンの 
　出荷、および検査については各倉庫にて対応いたします。

（２）対象銘柄
【主食用米】

「はえぬき」「つや姫」「ひとめぼれ」「雪若丸」および「開発米」を基本とします。少
量品種は、実需先より個袋の要望が強いことから紙袋を基本とします。

【加工用米】
「はえぬき」「ひとめぼれ」を基本とします。天災などによる極端な不作により、大幅

な減収があった場合、作況調整を行います。ＪＡに出荷後、加工用米から主食用米へ制
度変更になる場合がありますので、一部紙袋の出荷をお願いします。
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【飼料用米】
今年産も個人調製分を倉庫で検査買入れします。後記の「飼料用米のフレコン出荷お

よび農産物検査について」をご参照ください。

（３）規格・品質
①検査するフレコン全ての品質と水分が均一であることとします。フレコン内で層にな

ったり、品質が均一でないものは規格外となります。（全量一律等級）
②皆掛重量が１,０9２kg以上（正味重量１,０8０kg＋入目重量9.０kg＋フレコン重量3.０kg）
③水分は１4.０％～ １５.０％とし、共乾施設での規格と同一になります。

（４）フレコン出荷の概算金
①概算金は紙袋代金を差し引いたバラ単価になります。
②フレコンはＪＡからの貸与となります。

２．フレコン集荷支援対策
（１）運賃助成

フレコン検査場所の拠点化により、地区外への搬入となった場合、委託搬入者に掛か
り増しとなる運賃部分を助成します。（単価、金額については検査場所、地区で異なりま
すので、すべての検査終了後に精算し助成します）

（２）搬入用資材（パレット）への助成
フレコン出荷に伴う搬入用資材（パレット）の新規購入、更新の取得費用の一部を助

成します。
助成金額

　搬入用資材（消費税込みの金額）の２０％以内とし₁農家あたり₅万円（税込）を上限
とする。

（３）個人フレコン出荷に伴う機械導入への助成（R₆～R₈）
フレコン検査出荷に係るフレコンタンク・昇降機・台秤（フロアスケール）・フォーク

リフト（中古も含む）等の取得費用の一部を支出する。
※機械の修理および機械更新については助成対象外とする。

支出単価
　機器導入（消費税込みの金額）の２０％以内とし、助成金額においては₁農家あたり最
大５０万円（税込）を上限とし支出する。
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助成期間
　機器導入に係る助成については、令和₆年から₈年までの₃ ヶ年とし、₁農家₁回限
りとする。

※以前にフレコン助成に該当された方は対象外とする。
※当年産米にフレコンでの出荷実績が無かった場合、助成金の返還になることがあり
ますのでご留意ください。

（４）助成金支払時期について
　助成については、１２月末までの申請とし、翌年₃月末までの支払いとします。
詳しくは各営農課もしくは本所米穀課までお問合せください。

■�飼料用米のフレコン出荷および農産物検査について
（１）出荷に伴う留意点と飼料用米の交付金について

①主食用米とのコンタミを防ぐため、主食用米終了後の乾燥調製を基本としてください。
②飼料用米以外のほ場から収穫された米（くず米など）を飼料用米として出荷する行為

は交付金の不正受給となり、摘発の対象となります。県外で摘発される事例が報告さ
れています。飼料用米制度を根幹から揺るがしかねない行為となりますので絶対に行
わないでください。

③令和₅年産より国の飼料用米交付金につきましては、選別網１.７㎜以下は補助金対象外
となりますが、調製・出荷については、従来同様の対応（１.７㎜網で選別の必要なし）
で構いません。すべて出荷いただきますようお願いします。ただし、交付金について
は国の算出基準により支払われることになります。

※当JAの飼料用米は区分管理のため、飼料用米圃場からの収穫物は全量出荷が原則と
なります。また、農産物検査法では品質および水分の均一が合格基準であることや、
販売先からも製品の均一化を求められております。従来同様、無選別調製による出荷
対応をお願いします。

（２）検査規格
①等級区分は「合格」と「規格外」の₂区分となります。
②水分の最高限度は食用と同じ１6.０％以下。
③被害粒は「発芽粒」「病害粒」「芽くされ粒」に限定し、「虫害粒」「胴割粒」「奇形粒」
「砕粒」などは被害粒としません。

④形質の項目もありませんので、「充実」「粒ぞろい」「肌ずれ」「心白」「腹白」も判定し
ません。
※交付金数量支払の対象は「合格」のみとなります。
※規格外は飼料用米として出荷されますが、交付金の対象とはなりません。
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（３）品質・量目
①検査するフレコン全ての品質と水分が均一であることとします。フレコン内で層にな

って、品質が均一でないものは規格外となります。フレコン複数本であってもすべて
同一品質が前提となります。

②皆掛重量が9７１kg以上（正味重量96０.０kg＋入目重量8.０kg＋フレコン重量3.０kg）
③飼料用米は、ほ場からの収穫物（くず米も含め）はすべて全量出荷となります。端量

は重量にかかわらずフレコンで出荷してください。端量の入目については農産物検査
法で定められた計算方法で算出し、またフレコン重量を除いた正味重量が出荷数量と
なります。

④フレコンについては既存のピンク帯（全農フレコン）を使用ください。
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■�令和６年産「新規需要米」「大豆」の取り扱いについて

₁．令和６年産新規需要米（飼料用米・米粉用米）の取り扱い
（１）飼料用米「ふくひびき」

今年産のＪＡ飼料用米は１,49１haとなり、従来同様に共乾施設利用と個人調製出荷を取
り扱いします。搬入する施設や倉庫については、荷受(刈取）計画、入庫計画などでお知
らせします。

また、飼料用米の精算方法については、販売単価を値上げし33円/㎏の全地区同単価で
の精算方法とします。

●地区別取組状況� （単位：ａ）

地　　　区
共乾施設利用 個人調製 合　　　　計

作付面積 施設名 作付面積 作付面積

西 荒 瀬 ２,3０9.8　 西荒瀬ＣＥ １２１.５　 ２,43１.3　

酒 田 北 部 ２,０3１.０　 西荒瀬ＣＥ・平田中央ＣＥ 4０4.3　 ２,43５.3　

鳥 海 ２,9５6.５　 本楯ＣＥ ２,２０3.７　 ５,１6０.２　

本 楯 8,１9２.１　 本楯ＣＥ・一条ＣＥ・平田中央ＣＥ １,１9７.8　 9,389.9　

上 田 ５,７34.6　 上田ＣＥ・一条ＣＥ・平田中央ＣＥ ７７１.8　 6,５０6.4　

北 平 田 3,343.０　 平田第一ＣＥ・平田中央ＣＥ 4,０4０.１　 ７,383.１　

東 平 田 8,５66.4　 東平田ＣＥ・平田中央ＣＥ 4２4.０　 8,99０.4　

中 平 田 ５,8０9.５　 平田第一ＣＥ・みずほＣＥ・平田中央ＣＥ 69１.4　 6,５００.9　

広 野 4,７68.５　 広野ＣＥ・平田中央ＣＥ（直播） １,２8７.１　 6,０５５.6　

浜 中 ０.０　 3,3２５.５　 3,3２５.５　

新 堀 ５,6５4.２　 新堀ＣＥ・平田中央ＣＥ 3,6５５.3　 9,3０9.５　

酒 田 4,8７７.3　 みずほＣＥ 3５０.２　 ５,２２７.５　

旧 酒 田 地 区 計 ５4,２4２.9　 １8,4７２.７　 ７２,７１５.6　

八 幡 3,７７２.２　 一条ＣＥ ５,94０.4　 9,７１２.6　

平 田 ７,6１１.3　 平田中央ＣＥ ５,33１.５　 １２,94２.8　

松 山 6,５44.3　 松山ＣＥ・平田中央ＣＥ ２,７3２.4　 9,２７6.７　

遊 佐 １２,38１.２　 遊佐中央ＣＥ・当山ＲＣ ０.０　 １２,38１.２　

稲 川 １3,７７１.１　
南西部ＣＥ

０.０　 １3,７７１.１　

西 遊 佐 ５５.3　 ０.０　 ５５.3　

蕨 岡 9,０44.０　 遊佐中央ＣＥ ０.０　 9,０44.０　

高 瀬 8,７１２.3　
当山ＲＣ

０.０　 8,７１２.3　

吹 浦 ５１8.７　 ０.０　 ５１8.７　

遊 佐 地 区 計 44,48２.6　 ０.０　 44,48２.6　

合 計 １１6,6５3.3　 3２,4７７.０　 １49,１3０.3　

※＜施設利用料金＞60㎏あたり税込み１,４３０円（昨年同様）

■　7月25日大雨被害により松山CEが被災したため、計画は変更される場合があります。
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（２）米粉用米「はえぬき」
今年産の米粉用米「はえぬき」は、５8haとなりました。
共乾施設利用者による加工用米と同様の一括管理での取り組みとなりますので、各利

用施設の「はえぬき」の刈取計画に基づき対応願います。

　　　●地区別取組み状況　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ａ）

地区名 作付面積 施設搬入面積 施設名

西 荒 瀬 ５3７.１　
598.0 西荒瀬CE

酒 田 北 部 6０.9　

北 平 田 １,１94.１　
1,763.1 平田第一CE

中 平 田 ５69.０　

東 平 田 １,５36.７　 1,536.7 東平田CE

広 野 ７５１.７　 751.7 広 野 C E

新 堀 86２.１　 862.1 新 堀 C E

八 幡 36０.8　 360.8 一 条 C E

合　計 5,872.5　 5,872.5 

※＜施設利用料金＞各施設の一般米利用料金と同額とします。

2．令和６年産大豆の取り扱い
令和₆年産大豆は従来同様「ＪＡ庄内みどり米・大豆生産履歴記帳運動」に基づき、仕分集

荷及び搬入施設の指定によりスムーズな集荷・調製・管理に努めます。
また、仮渡金および施設利用料金については、前年同額とさせていただきます。

（₁）仮渡金
①大豆荷受重量に対して1kgあたり30円（税込）の仮渡しを行います。
②仮渡金の支払い時期は、12月下旬(荷受開始日～最終荷受けまで）を予定しています。
　※大豆の製品数量・等級が確定しましたら、₃月末を目途に概算精算を行います。

（２）施設利用料金
①荷受重量1kgあたり30円（税込）の施設利用料を徴収します。
 ②利用料の徴収時期は、12月下旬（仮渡しと同時期）を予定しています。

（３）荷受時期
①１０月下旬～ １１月上旬を計画しています。
②栽培履歴記録書の内容を確認し、仕分集荷を各施設で実施します。
③搬入時は必ず施設関係者の指示に従い、荷受け終了まで立会いください。
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（４）刈り取り時の注意
①水分17％以下を厳守してください。
②異物（イナゴ・雑草など）や土の混入、植物汁による着色には十分注意してください。
③生産基準に基づく刈り取り仕分けを行い、各施設に搬入してください。
 

（５）施設稼働計画
大豆担当者・施設関係者との連携を踏まえ、効率的な荷受体制と施設稼動を計画します。

●令和₆年産大豆施設稼働計画（出荷契約面積合計７3５ha）
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MEMO
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テーマ2   各部からのお知らせ

■�米穀課��

　令和６年産より保管料・入出庫料・検査手数料の改定について
近年の物価高の影響により運賃・労務費や光熱費、検査器具や倉庫資材などが上昇してい

ることから、₆年産米より検査・保管にかかわる経費を改定させていただきます。なお、委
託検査につきましても同額になりますのでご了承願います。

項　目 改定前 改定後 改定時期
①運賃 ― 現行より１５％～ ２０％ 令和₆年₄月～

②保管料
主食用米１8.9１円/俵
加工用米１8.０6円/俵
飼料用米１５.3７円/俵

主食用米２２.4０円/俵
加工用米２２.4０円/俵
飼料用米１8.００円/俵

令和₆年産米～

③検査手数料（委託検査含む） 紙袋２７円/袋
フレコン83２円/トン

紙袋3２円/袋
フレコン１,０００円/トン 令和₆年産米～

④ブランド確立活動費 １００円/俵 廃止 令和₆年産米～

⑤入出庫料 3５円/俵 ７０円/俵 令和₆年産米～

　経費計（改定差）②〜⑤ ２０７円/俵 １５6円/俵 △５１円/俵

※②保管料③検査手数料⑤入出庫料については大豆・そば・種子も改定となります。

　概算金支払い日変更に関するお知らせ
令和₆年産米より、システムの変更（ネットバンク形式への変更）に伴い、ＪＡ倉庫へ出

荷いただいた米穀などの概算金の支払い日が検査日の₂営業日後から₃営業日後へ変更とな
ります。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

「全農山形　庄内北部ライスステーション」の概要と倉庫集約について
令和₆年秋から稼働の大型コメ保管倉庫「庄内北部ライスステーション」が完成しました。

連合倉庫・自倉庫の老朽化から修繕費・労務費削減のため一部倉庫を集約し事業の見直しを行
います。建設場所につきましては上田カントリー隣の北側に位置し当ＪＡのコメをメインに集
約いたします。集約倉庫につきましては宮内・鳥海倉庫また八幡倉庫の紙袋の手積倉庫を、令
和₆年産米から検査・保管業務を廃止し庄内北部ライスステーションにて検査・保管すること
で作業効率の向上を図ります。

ご理解とご協力をお願いします。
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宮内・米島倉庫
上田倉庫
八幡倉庫

稲川倉庫（鳥海地区フレコン）
西荒瀬倉庫（一部フレコン）
ご利用の生産者さま

※（委託搬入利用の方のみ）

庄内北部ライスステーション搬入までのイメージ図（案）

あけぼの運輸様 庄内北部ライスステーション

宮内・米島倉庫
稲川倉庫 (鳥海地区分 )
八幡倉庫
上田倉庫・小泉RC

約 11,500 俵
約 20,000 俵
約 16,500 俵
約 22,000 俵

※紙袋・フレコン共に中継せずに直接北部ライスステーションへ搬入。

☆主な集約倉庫の検査俵数について

合計　約 70,000 俵　集約予定

庄内北部ライスステーション搬入までのイメージ図

■�営農企画課��

　ＪＡ庄内みどり土づくり支援対策について
（１）目　　的

○　酸性化土壌の改善（地力の回復・向上）　
　　＜目標値＞土壌pH ５.５以上　　
　　※ 現況（管内）平均pH ５.２8（つや姫圃場の分析値より）
○　作物の安定生産や収量・品質向上および温暖化防止・水質浄化への効果

（２）対象資材　　　
直近₅ヶ年のつや姫圃場の土壌分析によると、土壌㏗のみが基準値を下回っている状

況となっている。また、近年の高温による気象災害からの被害軽減を図るうえでも、ア
ルカリ分を多く含んだ以下のケイ酸質肥料₄銘柄を支援対象資材として選定する。

●土づくり支援対策〔対象資材一覧〕

品　名 規格
（㎏ /袋）

参考価格
（円/袋）

10a当り
散布基準量（袋）

10a当り
資材コスト（円） 備　考

農力アップ ２０ １,66１ 3 4,983 ケイ酸２０％
アルカリ48％・苦土　0％

てんろ石灰（粗粒） ２０ 　9１3 ５ 4,５6５ ケイ酸１５％
アルカリ4７％・苦土 2％

とれ太郎 ２０ ２,9０4 3 8,７１２ ケイ酸3０％
アルカリ4０％・苦土１１％

混合りん肥新3号　（砂状） ２０ １,3５3 ５ 6,７6５ ケイ酸２8％
アルカリ4２％・苦土 4％
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（３）支援内容　　　
①上記対象資材の１０a当りの散布基準量（㎏）に基づき、主食用うるち米（加工用米・飼

料用米・米粉用米・もち米は除く）のＪＡ出荷数量に応じて₁俵（6０㎏）当り3００円を
土づくり対策費として支払う。

②散布基準量に満たない場合は１０a当りの支援対象数量は１０俵分を上限とするが、主食用
うるち米全圃場に散布した場合は、全出荷量に対して支援するものとする。

③法人については構成員ごとの取組みに応じて法人組織へ支払うものとする。

例１）生産者Ａさん（農力アップ１０a当り6０㎏散布の取り組み）
　＊主食用米作付面積：１００a

＊土づくり資材散布数量（資材供給数量）：3０袋/２０kg（6００㎏ )
＊土づくり支援対象面積：１００a（6００㎏÷6０㎏ /１０a＝１００a）
＊ＪＡ出荷数量：１００俵（主食用米・醸造用米）
＊土づくり支援対象数量：１００俵
＊Aさんへの支払額：１００俵×@3００/俵=3０,０００円

例２）生産者Ｂさん（農力アップ１０a当り6０㎏散布の取り組み）
＊主食用米作付面積：５００a
＊土づくり資材散布数量（資材供給数量)：７５袋/２０kg （１,５００㎏ )
＊土づくり支援対象面積：２５０a（１,５００㎏÷6０㎏ /１０a＝２５０a）
＊ＪＡ出荷数量：4５０俵（主食用米・醸造用米）
＊土づくり支援対象数量：２５０俵
＊Bさんへの支払額：２５０俵×@3００/俵=７５,０００円

（４）確認資料　　　
購買品供給明細・購入伝票・領収書・出荷数量明細・栽培記録書など

（５）支払時期
散布時期 基準年月日 支援対象産米 支払時期

令和₆年秋散布 令和₆年１２月3１日まで 令和₆年産米
１２月末までの出荷数量

令和₇年₃月3１日まで
令和₇年春散布 令和₇年 4月3０日まで 令和₇年₇月3１日まで

（６）事業年度
令和 ２ 年春～令和１０年秋

（第₂次ＪＡ庄内みどり土づくり支援対策の実施により令和１０年秋まで延長）
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（７）土づくり資材の取りまとめについて
すでに₇月および₈月のＪAデーにおいて、資材の予約注文の取りまとめを行っており

ますが新規でのお申込みや追加などがある場合は早めに最寄りの生産資材店舗にご連絡
願います。

（８）その他　　　
①経営所得安定対策産地交付金（加工用米土づくり助成）の対象（重複可）
②散布手段については個人、委託は問わない。

■�令和６年産米の生産履歴記録書の提出について
消費者から「安全・安心」のブランドとして支持いただけるＪＡ米の₃つの条件は、「①

銘柄確認ができる種子の米」「②登録検査機関で受検された米」「③生産基準を順守して
栽培され、かつ生産履歴が確認された米」です。

このことから、内容がきちんと記載され確認されたものでなければ、ＪＡ米として流
通させることはできません。必ず収穫前までに生産履歴記録書をご提出いただくようよ
ろしくお願い申し上げます。

必ず、指定された期限まで生産履歴記録書を提出いただくようお願いします

■ 担い手支援課  

１.　経営所得安定対策の申請状況
今年度の「経営所得安定対策」と「米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）」の申

請状況は下記の通りです。今後、作付け・出荷数量などを確認後、交付金が交付されます。

(１）令和₆年度　経営所得安定対策の申請状況
　（ＪＡの生産調整方針に参画している農業者のみ）  （単位:ha）　【6月3０日現在】

営農課
戦　　　略　　　作　　　物

地域振興
作物等 ２毛作加工用米（備

蓄米含む）
新規需要米

大豆 飼料作物 麦 計飼料用米 米粉用米 ＷＣＳ
酒 田 き た ２89.０ 3２9.５ 6.9 １3.０ １3０.５ ０.０ ０.０ ７9０.9 3７.５ ０.０
酒田ひがし ２39.０ ２５9.8 3７.０ 6７.５ １０8.２ ２8.０ ０.０ ７6１.５ 3１.4 ０.０
酒田みなみ ２3２.０ ２７７.７ １７.4 ２6.５ ２０9.７ １.０ ０.０ ７７５.3 ２6.4 ０.０
酒 田 計 ７6０.０ 86７.０ 6１.3 １０７.０ 448.4 ２9.０ ０.０ ２,3２７.７ 9５.3 ０.０
八 　 幡 ７７.２ １５７.6 ５.７ ２１.8 3５.２ ０.8 ０.０ 3０７.２ 38.１ ０.０
平 　 田 94.4 １98.０ ０.０ ２.3 １6.１ １4.１ ０.０ 33７.6 ７５.8 ０.０
松 　 山 １０3.０ １１５.０ ０.０ ０.０ １１.6 4.５ ０.０ ２3５.２ １０8.５ ０.０
遊 　 佐 １43.6 44２.０ ０.０ 49.７ ２34.５ 33.２ ０.０ 9０4.6 １０１.０ ０.０
合 　 計 １,１７8.２ １,７７9.6 6７.０ １8０.8 ７4５.8 8１.6 ０.０ 4,１１２.3 4１8.７ ０.０

R５ １,２５７.6 １,698.７ 8１.２ １49.9 ７５9.７ 88.２ ０.０ 4,１１５.５ 4０8.５ ０.０
R6/R５ 93.8 １０4.７% 8２.6% １２０.6% 98.3% 9２.５% ０.０% 99.9% １０２.５% ０.０%

＊上記面積は交付対象予定面積です。交付対象外面積は含まれていません。
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（２）令和₆年度　米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）加入状況　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:件、ha）

（３）令和₆年産の各種交付金交付時期（予定）
交付金名称 交付時期（予定）

水田活用の直接支払交付金の交付 令和₆年１１月〜１２月
水田活用の直接支払交付金（数量払）の交付 令和₇年₁月〜₂月
畑作物の直接支払交付金（数量払）の交付 令和₇年₄月以降
収入減少影響緩和対策の交付 【格差発生の時】 令和₇年₆月

２.　農地中間管理事業による農地の募集について
₅月の広報誌と一緒に募集案内を配布していましたが、本年度の募集期間については下記内

容となっております。希望する方は下記にご留意のうえ、お申し込みください。契約満了後の
更新・新規契約の農地精算について、手数料が発生します。（詳細は、やまがた農業支援センタ
ーへお問い合わせください）

令和６年度　募集期間
（酒田市の場合２回実施）
　　【１回目】令和６年　６月 28日 ( 金 ) まで
　　【２回目】令和６年 10月 31日 ( 木 ) まで

（遊佐町の場合４回実施。詳細は農業委員会へご確認ください）
　　【１回目】令和６年　８月末　【３回目】令和６年 10月末
　　【２回目】令和６年　９月末　【４回目】令和６年 11月末
※【５回目】は、予定されておりませんのでお早めにご相談ください。

　　　　 

 

3
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 ◆ 出し手：中間管理事業利用確認書【貸付者用】
○募集は₁年を通し随時受付いたしますが、令和₇年度から耕作を委託したい場合は、１０

月3１日までにお申し込みください。
○農地中間管理機構に対し、原則、白紙委任をしていただきます。
　貸付ける相手方を選ぶことはできませんので、ご留意ください。

◆ 受け手：中間管理事業利用確認書【借受者用】
○令和₇年度から農地を借受ける場合の申し込みは、１０月3１日までにお申し込みください。
○既に登録されている方は継続されますので、改めて申し込む必要はありません。

【遊佐町については、遊佐町農業委員会へご確認ください。】
※農地利用集積円滑化事業から中間管理事業へ移行したい場合は、各営農課へご相談くだ

さい。

３.　新規就農等支援対策事業の募集について
令和₃年度から令和₇年度までの₅ケ年事業として当ＪＡ独自の事業を行っています。親元就農

を含む新規就農者への支援、農地所有適格法人（以下、農業生産法人）の技術習得に対する支援、
雇用就農に対する支援、新規園芸作物の導入に対する支援の4つで就農をサポートする事業です。
募集期間は毎年１２月までとなりますので、申請される場合は最寄りの営農課までお問合せ願います。

☆事業の目的☆
農業者の高齢化が進む中、地域農業の維持・発展のために担い手の確保は急務となっています。

親元就農を含めた新規就農者への総合的な支援をすることで、就農の促進と新規就農者の農業経営
の早期確立と農業生産法人の雇用就農の促進を目指します。

☆支援内容☆
₁．新規就農（親元就農含む）支援
≪対象者≫

当ＪＡの正組合員であり、就農時の年齢が原則として５０歳未満で就農開始後５年を経過し
ない親元就農を含む新規就農者で、ＪＡ出荷を基本とする経営体（世帯）。ただし、兼業所
得が農業所得より多い兼業農家は対象外となります。

①農地賃借料助成
前年度に農業委員会・農地中間管理機構を通じて借り入れた農地（純増分）の面積を基

に算出した農地賃借料参考単価に賃借面積を乗じた額のいずれか低い額とし、２０万円を上
限に支援を行います。
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②農業用機械導入助成
事業費１０万円以上の農業用機械（中古含む）の導入に対し、事業費の₅分の₁または3０

万円のいずれか低い額を支援します（中古の場合は残存耐用年数が₂年以上のもの）。トラ
ック、農業用施設、修理費、修繕費、他の公的助成（補助事業）の対象になるものは支援
対象外となります。【ただし農産物等の出荷に要するもので軽貨物車（₄ナンバー）は該当
します】

③大型特殊免許等取得助成
取得費の₂分の₁または₅万円のいずれか低い額、またけん引免許（農耕用は実費若し

くは₃万円を上限としていずれか低い額を支援します。

・上記①～③の中でそれぞれ算出された助成金額に対し１,０００円未満の端数が生じた場合は
これを切り捨てます。

・年度内で①～③の項目が重複した場合は全て助成対象となりますが、令和₃年度～令和
₇年度の実施期間内においては支援項目ごとの申請は₁人₁回となります。

２．農業生産法人技術習得支援
当ＪＡの正組合員であり、農業生産法人連絡会議の会員であるＪＡ出荷を基本とする農業生

産法人の経営者若しくは雇用者が技術習得のため研修会へ参加するにあたり掛かる費用に対し、
₁農業生産法人につき₁人3０万円を上限に支援を行います。

　
３．農業生産法人雇用支援

当ＪＡの正組合員であり、農業生産法人連絡会議の会員であるＪＡ出荷を基本とする農業生
産法人に対し、他の公的助成（農の雇用事業、雇用就農資金、雇用就農促進支援事業、雇用就
農支援事業など）が終了、または採択された農業生産法人で雇用者と雇用契約を結び、申請時
に雇用を継続している場合に当該事業年度において₁農業生産法人につき₁人6０万円を上限に
支援を行います。

４．農業生産法人園芸作物新規取組支援
当ＪＡの正組合員であり、農業生産法人連絡会議の会員であるＪＡ出荷を基本とする農業生

産法人に対し、新規に園芸作物を導入し、複合経営を行う農業生産法人に対し、導入時におけ
る種苗代金および生産資材に対し当該事業年度において₁農業生産法人につき₁人6０万円を上
限に支援を行います。

☆募集期間☆
令和₆年₄月～令和₆年１２月（令和₇年度も同期間で募集予定）
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■令和₅年度支援実績
【新規就農支援の部】 件・人数 助成金（税込）
①農地賃借料助成 １件 ２００,０００円
②農業用機械導入助成 8件 ２,２6１,０００円
③大型特殊免許所得助成 4件 　１７１,０００円

＜助成人数合計＞ １１人 ２,63２,０００円
【農業生産法人雇用支援の部】 １件 　6００,０００円
【農業生産法人園芸作物新規取組支援の部】 １件 　34０,０００円
【農業生産法人技術習得支援の部】 １件 　　3５,０００円

＜総合計＞ １6件 3,6０７,０００円

■�畜産課��
家畜防疫衛生対策について

①畜産農家の皆さまにおかれましては、引き続き畜舎内への病原体持ち込み防止を徹底し、
畜舎入る際の専用長靴の着用、手指の消毒または手袋交換を徹底してください。消毒に
ついては、適切な濃度で使用し、踏み込み消毒槽の消毒液交換は、汚れた場合だけでは
なく、₁日₁回は交換をお願いします。

②野生動物による病原体の持ち込みを防ぐため、防護柵、畜舎などの破損個所の点検・修
繕や、人・車両を介した畜舎内への侵入防止対策の徹底をお願いします。

③庄内地区家畜畜産物衛生指導協会の環境衛生対策事業の助成実施と合わせ、農協も助成
し消毒殺菌剤などを配布いたします。

④毎日の健康観察、早期発見および早期通報をお願いします。
⑤異常を発見した場合は速やかに、庄内家畜保健衛生所に連絡をお願いします。
　（電話番号　０２3５-68-２１５１）

■�営農資材課��
１．資材情勢について
(１）肥料原料と諸要因の情勢

①肥料原料の国際市況について、尿素やリン安は₄ ～ ₅月にかけて下落した後、上昇の動
きがあるものの、穀物価格が低迷していることから、今後は安定して推移すると見られ
ています。塩化加里は₄月以降軟調に推移しています。

②国内における製造諸経費の値上げについては重油価格の上昇による影響が見られます。
③外国為替は米国の景気減速感懸念や日銀の利上げの動きなどを理由に円高方向に戻して

いますが、この先も日米の景気指標や金融政策の動きに伴い変動することが見込まれ、先
行き不透明となっております。
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（２）段ボール
令和₆年度向けのダンボ－ル価格については、令和₆年₄月から据置となりましたが、

令和₆年₃月に段ボール各社より、主に物流・人的コストの上昇を理由とした値上げ発
表がなされており、今後は値上げが見込まれる状況となっています。

（３）米麦用資材
令和₆年産向けの米麦用クラフト紙袋価格については、物流コスト・光熱費・人件費

に加え、紙バンドなど副資材価格の値上げによる製袋加工賃の上昇により値上げとなり
ました。

（４）被覆資材（農ビ・農PO・農ポリ）
製品価格については、労務費や資材の高騰による設備維持費の増加、原材料の高騰に

よる製造コスト増や物流費の上昇を理由に、国内主要メーカ－各社、令和₆年春以降出
荷分より3 ～ １０％以上の製品値上げを発表しており、令和₆年秋納品分からの価格値上
が見込まれます。

（５）農業用鋼管
原料である鉄鉱石は前年比で上昇している。中国やインドの需要を背景に国際相場は

下がりにくくなっています。鋼管価格は、原料価格の高止まりに加え物流費や人件費な
どの諸経費増によるコスト圧迫を受け、鋼管メーカ－は鋼材製品の値上げを相次いで打
ち出しています。これまでの度重なる値上げにより農業用鋼管の需要が減退しており、
造管メーカ－各社は値上に踏み切る判断が難しい局面となっているが、一部の主要メー
カ－は令和₆年₁月出荷分から全鋼管製品の価格値上げを決定しており、農業用鋼管に
おいても令和₆年中の値上げが濃厚の状況となっています。

２．令和7年用水稲園芸肥料、生産資材予約取りまとめについて
昨年同様、水稲園芸肥料・生産資材の予約注文書冊子は１０月に配布予定です。すでに取りま

とめを行っている集約銘柄肥料と水稲用基肥早期とりまとめ品目（₇品目）については、重複
防止のため、注文書に掲載しませんのでその他希望欄に記入願います。

特別栽培米（つや姫含む）は施肥、防除基準決定後に取りまとめいたします。
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３．秋の資材店舗休日営業体制について（₉月〜10月末まで）

店舗名 電話番号 土曜日 日曜日 祝祭日

中 央 資 材 店 舗 ☎ 2 6 - 6 8 1 4 営業（ 8：3０ ～ １７：００）

浜 中 資 材 店 舗 ☎ 9 2 - 4 8 3 2 営業（ 8：3０ ～ １２：００）

遊 佐 資 材 店 舗 ☎ 7 2 - 2 4 1 0 休　業
営　業

（8:3０ ～ １２:００）
１０月１3日まで

休　業

遊佐園芸資材センター ☎ 7 6 - 2 2 1 1
営　業

（8:3０ ～ １２:００）
１０月１２日まで

休　業 休　業

※本楯・八幡・平田中央・松山各資材店舗は土・日・祭日は休業となります。
※購買品棚卸のため、₉月3０日（月）・１０月₁日（火）は全店舗休業とさせていただきます。
　ただし₉月3０日（月）は中央配送センター、本楯・八幡・平田中央・松山の資材店舗は
　午前中営業し午後から休業いたします。

４．農業用廃プラスチック回収
１１月に₂回目の回収を予定します。詳細については１１月のＪＡデ－にてお知らせいたします

ので、分別の回収にご協力お願いします。

■�農業機械課��
１．作業前に機械の使用前点検をお勧めします。

もうすぐ秋の収穫時期です。機械の性能を維持し、効率よく作業をするためにお持ちの機械
の使用前点検を行いましょう。

２．農作業事故が起きないよう、安全作業に努めましょう。
管内で農作業事故が発生しています、以下の注意事項を守って作業願います。
　１）農機の修理・点検はエンジンを止めてから！
　２）コンバインでの畦越えや進入路での転落・転倒事故に注意！
　3）脱穀時の手こぎ作業は巻き込まれないように注意！

※トラクター・コンバインの運転、トレーラー牽引作業時には、大特・牽引免許が必要な場
合があります。運転免許証をご確認ください。
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３．刈取り後のコンバイン整備のご予約を
収穫後のコンバイン予約整備の案内チラシを₉月のＪＡデーにて配布します。予約整備特典

（全整備）として基本点検料の１０％割引、₂年以上継続の場合更に割引いたします。ご予約お問
い合わせは、最寄りの農機センターへご相談ください。

４．繁忙期体制について
◎₉月₇日（土）～ １０月１4日（月）までは、秋の繁忙期対応として土・日・祝日も営業の予

定です。（※状況により日程変更の場合があります）

点検・整備はお近くの農機センターへ
みどり農機センター　　　℡23－1818 南部農機センター　℡92－3434

酒田きた農機センター　　℡28－2714 北部農機センター　℡72－2411

■�加工販売課��
新米キャンペーンを実施します。

当ＪＡでは１０月₁日～ １２月末まで新米キャンペーンを実施します。
こめ蔵精米センター販売の令和₆年産米を一か所に１０㎏以上２０㎏まで発送する場合、キャン

ペーン価格として、送料6００円にて発送いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当ＪＡで販売するお米は、１００％管内で収穫されたお米です。おいしい地元のお米を贈答用に

ぜひどうぞ。「みどりの里山居館」または「サンドラック酒田曙町店」・「Ａコープ東日本（ゆざ店・
ふくら店・やわた店）」にて販売しております。

また、令和₆年１０月～令和₇年₉月までの年間予約も受付中です。年₄回以上の予約をいた
だき、一か所に１０㎏以上２０kgまでの発送で、送料は５００円になります。

お申し込みは、当ＪＡ「こめ蔵精米センター」までお願いします。
※上記、発送料金は沖縄・離島は除きます。価格は消費税込みです。

贈答用に喜ばれます！
真空包装米

こめ蔵精米センター ﾌﾘーダイﾔﾙ　0120-24-9869

真空包装なので、未開封
であれば精米したての美味
しさが約6ケ月保てます。

使い勝手の良いように、
１㎏ずつ真空包装にしまし
た。贈り物にいががでしょう。

【お問い合わせ先】



― 25 ―

■�信用部��
令和６年７月25日からの大雨災害により被害を受けられた皆さまへ

令和₆年₇月２５日からの大雨災害により、被害を受けられた皆さまに対しまして、心よりお
見舞い申しあげます。

当組合では、大雨災害により通帳・証書・キャッシュカードなどを汚損または喪失された場
合は、再発行等手数料を免除して再発行手続をお受けしております。

また、融資等に関するご相談についても、ローンセンターならびに各金融店舗にて受付して
おります。農業者さまの資金繰りに関すること、また、現在のご融資の返済に関することなど
関係機関と連携しながら柔軟に対応してまいりますので、ご相談いただきますようお願いいた
します。

■�共済部��
１．令和６年７月25日からの大雨災害についてのお知らせ

災害時における共済契約者（共済金請求者）の利便性向上および共済金支払対応の迅速化を
図る目的として下記の対応を実施しております。
①共済金請求の各種事務手続の際、必要書類の一部を省略させていただくなど、共済金請求手
続きの簡略化
②共済掛金払込猶予期間の延長・継続契約の締結手続の猶予および共済掛金の払込猶予の実施
※具体的なお手続きについては、支店共済課までお問い合わせをお願いいたします。

２．Webマイページ登録のおすすめ
ＪA共済では自然災害の多発・激甚化や、新型コロナウイルスの感染拡大を繰り返す中で、非

対面・非接触をはじめとする新たな生活様式のもと、保障・サービスのニーズの多様化に対応
するためデジタル活用を促進しています。
　　〈Web利用で安心！便利！〉※登録はかんたん「５分」で完了！
　　・メーﾙでお知らせ　　・契約内容の確認　・各種ご案内のWeb送付
　　・振替口座の変更　　　・各種Web手続き　・払込証明書のデータ発行
※ご不明な点は、支店共済課までお問い合わせをお願いします。
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■（株)みどりサービス�http://midori-sv.com/��

催事の開催予定について

催　事 期　日 会　場 内　容
マルのん

秋の感謝フェア  9/21 ㈯ マルノー山形直売所 直売所マルノー商品 20％OFF
（一部商品を除く）他

秋の感謝祭り 10/19 ㈯
10/20 ㈰ オートパル酒田工場 自動車、ガス製品、

マルノー商品の販売
やすらぎホールさかた

感謝祭 11/10 ㈰ やすらぎホールさかた 弁護士による相続などについ
ての説明、講話他

給油所
PayPay イベント

　　12/1 ㈰
　～ 12/31 ㈫ ４ＳＳ PayPay で最大 10％戻って

くるキャンペーン

新春お年玉フェア
R7

　1/18 ㈯
　1/19 ㈰

オートパル酒田工場 自動車、ガス製品、
マルノー商品の販売

■�燃料課��
（１） 乾燥機用燃料油を特別価格で提供します。

秋の収穫時期に合わせ、乾燥機用燃料油を特別価格で提供し、低コスト農業を支援し
ます。

（２） 灯油の定期配達を特別価格で提供します。
日ごろの感謝をこめて、通常配達価格から₄円引き

の定期配送の灯油を、さらに値引きの特別価格で提供
します。

（3） 対象期間中の免税軽油を店頭価格・配送価格より₁円 
　引きで提供しております。

〇実施期間　令和₆年₉月₁日～令和₆年１０月２０日
〇実施内容　

利　用　者 油　種 ホームタンク
乾燥機用 灯　油 配達価格より 8 円引
定期配送 灯　油 配達価格より５円引

〇受付フリーダイヤル
酒田中央セルフＳＳ ☎０１２０－９７２－０５３新 平 田 松 山 Ｓ Ｓ
遊 佐 セ ル フ Ｓ Ｓ ☎０１２０－９７２－３５８八 幡 Ｓ Ｓ

　※詳細は、お電話でお問い合わせください。
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■�自動車課��
自動車課では、１０月に秋の感謝祭り、翌年₁月に新春お年玉フェアを、₃月にはJA経済事

業合同展示会を開催予定です。話題の新型車・厳選中古車を多数取りそろえてお待ちしてお
ります。

また、この度の大雨災害の影響で、中古車の価格が不安定になることが懸念されます。 心
配ごとがあれば、お近くのオートパルまでお気軽にお問い合わせください。

オ ー ト パ ル 酒 田 ☎２6－５6１０
オ ー ト パ ル 新 堀 ☎９３－２１１6
オ ー ト パ ル 遊 佐 ☎７１－１２５５

■�ガス課��
ガス課では、ＪＡでんき事業に取り組んでおります。皆さまが日々ご利用されている電気

料金をお安くするために、ＪＡグループが取り扱う電気メニューで、現在の電気料金明細デ
ータをご用意いただければ無料でシュミレーションいたします。ＪＡでんきに切り替えして
いただきますと、電気料金が₃ケ月間最大１,０００円割引、ガスと一緒にご利用していただくと
セット割で毎月２００円のガス基本料金もお得になります。

■ 葬祭センター  
例年１０月に開催しておりました感謝祭を、今年度は１１月１０日に開催する予定です。
フラワーアレンジメント（予約制１０人×₂回）や遺影写真撮影会（予約制１０人）、弁護士

による相続（新空き家法など）についての説明、宗教者による講話などを企画しております。
葬儀に関する事前相談も担当者が対応いたします。
予約の問い合わせ、詳細につきましては、ＪＡ広報誌１０月号にてお伝えいたします。
皆さまのご来場をお待ちしております。

■ マルノー山形  
好評いただいております「マルのん秋の感謝フェア」を、マルノー山形直売所にて₉月２１

日（土）　9：００から１２：００まで開催いたします。
内容としましては、直売所商品２０％ OFF（一部商品を除く）、ご来場者全員に粗品のプレ

ゼントがあります。また、お得な詰め合わせお楽しみ袋の販売もございます。
皆さまのお越しを、お待ちしております。
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